
白岡市立小・中学校就学指定校変更・区域外就学承認基準 

平成１８年１２月１４日教育長決裁 

一部改正 平成２４年 ９月２８日教育長決裁 

一部改正 令和 元年 ９月１３日教育長決裁 

１ 指定校変更 

区 分 承認基準 対象学年 承認期間 添付書類 

市内転居 ・転居後、引き続き転居

前の学校に就学を希望す

る場合で通学上支障のな

いとき。 

全学年 卒業まで 住民異動届の写

し 

転居予定 ・住宅の新築、購入等に

より、転居することが確

実であり、あらかじめ転

居予定地を通学区域とす

る学校を希望する場合。 

全学年 転居するまで 売買契約書、工事

請負契約書、建築

確認申請書等の

写し等 

一時的な住所変

更 

・住宅の建て替え等のた

めに一時的に住所を異動

し、住宅完成後、もとの

住所に戻ることが確実な

場合で通学上支障のない

とき。 

全学年 必要と認める期

間 

工事請負契約書、

建築確認申請書

等の写し等 

身体的理由 ・身体的理由により､指定

校以外の学校を希望する

場合。 

・特別支援学級入級者で

指定校に特別支援学級が

設けられていない場合。 

全学年 必要と認める期

間 

医師の診断書等 

両親共働き等 ・保護者が住所地以外の

通学区域で店舗等を経営

している場合や共働き又

は父子・母子家庭で児童

を祖父母等の家に預けて

いる場合に店舗等又は祖

父母宅等のある通学区域

の学校を希望するとき。 

小学校全

学年 

必要と認める期

間 

営業証明書、勤務

証明書、児童を保

護する旨の証明

書 

地理的理由 ・地理的な条件から指定

校への通学について安全

全学年 卒業まで  



を確保することが困難な

場合。 

・当該地域の慣習又は活

動の区域が通学区域と異

なる場合。 

・区画整理事業の施行に

より指定校が変更になっ

た場合。 

兄弟姉妹関係 ・指定校変更の承認を受

けた児童・生徒の兄弟姉

妹で同一校の就学を希望

する場合。 

全学年 卒業まで  

指定校変更児童

の中学校入学 

・指定校変更の承認を受

けた児童が中学校に入学

する場合において、在籍

する小学校を通学区域と

する中学校を希望する場

合。 

新中学１

年生 

卒業まで  

その他教育的配

慮等 

・いじめ、不登校等の解

消のため変更する場合。 

全学年 卒業まで 学校長の意見書

等 

・負債、ＤＶ等により住

所移転の手続ができない

場合。 

全学年 必要と認める期

間 

 

・指定校に希望する部活

動がない場合。（複数の中

学校に希望する部活動が

ある場合は、自宅からの

通学距離が最短の中学校

とする。） 

中学校全

学年 

卒業まで 学校長の意見書

等 

・別表に定める住所地に

居住している児童が中学

校に入学する場合におい

て、指定校以外の中学校

に入学を希望する場合 

新中学１

年生 

卒業まで  

 ・その他具体的な事情に

則して教育委員会が相当

と認めた場合。 

全学年 必要と認める期

間 

 

＊指定校変更願の就学希望期間は、経過を確認する必要があるため、最長でも年度末までで受け



付ける。 

 

２ 区域外就学 

区 分 承認基準 対象学年 承認期間 添付書類 

途中転出 ・学年途中に市外へ転出

した場合。 

全学年 学年末まで  

転入予定 ・住宅の新築、購入等に

より、転入することが確

実であり、あらかじめ転

入予定地を通学区域とす

る学校を希望する場合。 

全学年 転入するまで 売買契約書、工事

請負契約書、建築

確認申請書等の

写し等 

一時的な住所変

更 

・住宅の建て替え等のた

めに一時的に住所を異動

し、住宅完成後、もとの

住所に戻ることが確実な

場合で通学上支障のない

とき。 

全学年 必要と認める期

間 

工事請負契約書、

建築確認申請書

等の写し等 

身体的理由 ・身体的理由により､区域

外就学を希望する場合。 

全学年 必要と認める期

間 

医師の診断書等 

その他教育的配

慮等 

・いじめ、不登校等の解

消のため変更する場合。 

全学年 卒業まで 学校長の意見書

等 

・負債、ＤＶ等により住

所移転の手続ができない

場合。 

全学年 必要と認める期

間 

 

・その他特別な事情があ

ると教育委員会が認めた

場合。 

全学年 必要と認める期

間 

 

 

 この基準は、平成１９年 １月 ４日から施行する。 

一部改正 

この基準は、平成２４年１０月 １日から施行する。 

一部改正 

この基準は、令和 元年１０月 １日から施行する。 



別表 

住 所 地 
中  学  校 

指定校 変更校 

白岡（1169～1193‐1、1193‐3～1194、1198、 

1200～1219、1357～1937） 

白岡東（12～23、33） 

 

白岡中学校 

 

篠津中学校 

 


